
海上保安庁の船舶の修繕に関する技術審査基準 

 

１ 技術審査基準 

（１）施設及び設備 

参入希望者は、技術審査を受けようとする「技術審査の区分」に応じて船舶の修繕

に必要な次の「船台及び修繕ドック」、「クレーン」、「係船岸壁及び桟橋等」の諸設備

を有すること。（借上げを含む） 

［船台及び修繕ドック］ 

・入渠した船舶のプロペラ軸の抜き出しを行える十分な長さを有すること。 

・舵軸の抜出しができること。ただし、水中抜出しでも可とする。 

・巡視艇Ⅱ類(軽合金）の参入希望者で、引上げ船台を使用する者は専用架台を保有し

ていること。 

［クレーン］ 

・機関室主機関下の内底点検が不可能な船舶の修繕において、主機関の組立状態で吊

上げが可能なクレーンを有すること。 

・修繕において重量物の吊上げが可能なクレーンを有すること。 

・主機関換装を行う船舶の修繕への参入希望者は、主機関を組立状態で吊上げが可能

なクレーンを有すること。 

［係船岸壁及び桟橋等］ 

・係船岸壁及び桟橋等は、修繕を行う船舶を係留したときに十分な余裕水深が確保さ

れていること。また正常に係船索がとれること。 

・対応可能な陸電等諸設備があること。 

(係船岸壁等は短期臨時借用を含む。) 

・主機関換装を伴う修繕にあっては、その主機関の搬送経路が確保されていること。 

（２）技術者及び技能者並びに修繕体制 

①技術者の要件 

技術審査を受けようとする「技術審査の区分」に応じて次に定める要件のいずれか

に適合した技術者を別表１に掲げる人数以上雇用（臨時雇用を含む）していること。 

イ 学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学院、大学、短期大学若しくは

高等専門学校、旧大学令（大正７年勅令第388号）による大学又は旧専門学校令

（明治36年勅令第61号）による旧専門学校（以下、「大学等」という。）におい

て船舶、機械、電気等船舶修繕に関する学科を修得して卒業した後、船舶の修繕

技術に関する３年以上の実務経験を有する者。 

ロ 大学等において上記以外の工学に関する学科を修得して卒業した後、船舶の修

繕技術に関する５年以上の実務経験を有する者。 

ハ 大学等において工学以外の学科を修得して卒業した後、船舶の修繕技術に関す

る７年以上の実務経験を有する者。 

ニ 上記イからハに揚げる者以外のものにあっては、船舶の修繕技術に関する１５

年以上の実務経験を有する者。 

②技能者の要件 



技術審査を受けようとする以下の区分に応じた要件に適合する技能者を１名以上雇

用（臨時雇用を含む）していること。 

イ 「技術審査の区分」の（鋼）の区分 

鋼船の溶接技能者は、船舶構造規則（平成10年 運輸省令第16号）又は財団

法人日本海事協会の鋼船規則に規定された技量試験に合格した者であって鋼製の

船舶の製造又は修繕に関して３年以上の実務経験を有すること。 

ロ 「技術審査の区分」の（軽合金）の区分 

軽合金の溶接技能者は、財団法人日本海事協会の高速船規則に規定された技量

試験に合格した者又はＪＩＳ Ｚ3811 に基づき社団法人軽合金溶接構造協会が

実施するアルミニウム溶接技術検定試験に合格した者であってアルミニウム合金

製の船舶の製造又は修繕に関して３年以上の実務経験を有すること。 

ハ 「技術審査の区分」の（ＦＲＰ）の区分 

ＦＲＰ積層技能者は、ＦＲＰ製の船舶の製造又は修繕整備に関して３年以上の

実務経験を有すること。 

③修繕体制の要件 

技術者の指導のもとで、船舶の修繕を実施できる体制であること。ただし、外注し

て行うものについては、外注先を適正に管理できること。 

（３）品質管理体制 

品質管理体制に関して次のいずれかに該当していること。 

①船舶安全法（昭和8年法律第11号）第６条の２に基づく製造事業所の認定を受けて

いること。 

②ＩＳＯ9001適合の認証を取得していること。 

③次に掲げる事項につき、充分な体制を有していること（別添「品質等管理体制の考

え方」を参照すること）。 

イ 品質管理 

ロ 工程管理 

ハ 安全管理 

ニ 官給品等管理 

ホ 検査・記録 

へ 不具合管理 

ト 品質管理体制表 

（４）修繕実績 

技術審査を受けようとする「技術審査の区分」に応じて別表２に掲げる修繕実績の

基準に適合していること。また、船舶の修繕において特別の問題を生じていないこと。 

（５）守秘義務の要件 

守秘義務については、社内規程等により守秘義務を履行できる体制が整っているこ

と。ただし、巡視船艇及び特殊警備救難艇以外の各船艇の技術審査を受けようとする

者にあっては、この限りではない。 

 

２ 技術審査資料 



技術審査資料は以下に従って提出すること。 

なお、すでに取得した技術審査が有効な期間内に新たに変更が生じた場合には、変更

が生じた技術審査資料のみを提出すること。 

（１）技術審査を受けるための申請にあっては、様式１ 

（２）第１（１）「施設及び設備」については、様式２ 

（３）第１（２）「技術者及び技能者並びに修繕体制」については、様式３－１～３ 

（４）第１（３）「品質等管理体制」については、様式４ 

（５）第１（４）「修繕実績」については、様式５ 

（６）第１（５）「守秘義務の要件」については、守秘義務を履行できることを証明できる

社内規程等の写し及び誓約書（巡視船艇及び警備艇に係る技術審査を受ける者に限る。） 

 

 

 



別　表　１　　技術者の基準

技術審査を受けようとする船舶の区分に応じて下表に示す技術者数を雇用（臨時雇用を含む。）していること。

船体部 機関部 電気・計器部 武器部
ヘリコプター２機搭載型巡視船
５５００トン型巡視船
ヘリコプター１機搭載型巡視船
３５００トン型巡視船
３０００トン型巡視船
２０００トン型巡視船

巡視船Ⅰ類乙（鋼） １０００トン型巡視船（あそ型を除く） １名 １名 １名 １名
巡視船Ⅰ類（軽合金） １０００トン型巡視船（あそ型に限る） １名 １名 １名 １名

５００トン型巡視船
３５０トン型巡視船（とから型を除く）
１８０トン型巡視船（しもじ型に限る）
３５０トン型巡視船（とから型に限る）
１８０トン型巡視船（つるぎ型を含む、しもじ型を除く）

巡視船Ⅱ類（軽合金）Ｂ 特１３０トン型巡視船
巡視船Ⅱ類（消防船）（鋼） 消防船 １名

３５ｍ型巡視艇（まつなみに限る）
３０ｍ型巡視艇（あそぎり型を除く）
３５ｍ型巡視艇（まつなみを除く）
３０ｍ型巡視艇（あそぎり型に限る）
２３ｍ型巡視艇
２０ｍ型巡視艇
１８ｍ型巡視艇

特殊警備救難艇Ⅲ類（鋼） 放射能調査艇
特殊警備救難艇Ⅲ類（軽合金） 警備艇（はやてに限る） １名
測量船Ⅰ類 大型測量船 １名 １名 １名
測量船Ⅱ類（鋼） 中型測量船 １名

２７ｍ型測量船
２０ｍ型測量船
２３ｍ型灯台見回り船
１７ｍ型灯台見回り船
１５ｍ型灯台見回り船

測量船Ⅲ類（軽合金） １０ｍ型測量船
警備艇（らいでんに限る）
監視取締艇
Ａ型実習艇
Ｃ型実習艇

注　武器部については、武器搭載船舶に限り、船体部、機関部、電気・計器部と兼任することができる。

技術の審査区分 船舶の区分
技術者

１名 １名 １名 １名
巡視船Ⅰ類甲（鋼）Ｂ

巡視船Ⅰ類甲（鋼）Ａ

１名
巡視船Ⅱ類（軽合金）Ａ

巡視船Ⅱ類（鋼） １名 １名 １名

１名

巡視艇Ⅱ類（軽合金） １名 １名

巡視艇Ⅲ類（鋼）

１名 １名

１名
１名

１名

測量船・灯台見回り船Ⅲ類（鋼）

１名

１名 １名

１名

１名

特殊警備救難艇
実習艇Ⅲ類（ＦＲＰ）

１名



別　表　２　　船舶修繕実績の基準

技術審査の区分 船舶の区分 総トン数 船質 航行区域 隻数

ヘリコプター２機搭載型巡視船

５５００トン型巡視船

ヘリコプター１機搭載型巡視船

３５００トン型巡視船

３０００トン型巡視船

２０００トン型巡視船

巡視船Ⅰ類乙（鋼） １０００トン型巡視船（あそ型を除く） ８０（１４０）トン以上 鋼 近海以上 1

巡視船Ⅰ類（軽合金） １０００トン型巡視船（あそ型に限る） ８０（１４０）トン以上 軽合金 沿海以上 1（※２）

５００トン型巡視船

３５０トン型巡視船（とから型を除く）

１８０トン型巡視船（しもじ型に限る）

３５０トン型巡視船（とから型に限る）

１８０トン型巡視船（つるぎ型を含む、しもじ型を除く）

巡視船Ⅱ類（軽合金）Ｂ 特１３０トン型巡視船

巡視船Ⅱ類（消防船）（鋼） 消防船 - 鋼 沿海以上 1

３５ｍ型巡視艇（まつなみに限る）

３０ｍ型巡視艇（あそぎり型を除く）

３５ｍ型巡視艇（まつなみを除く）

３０ｍ型巡視艇（あそぎり型に限る）

２３ｍ型巡視艇

２０ｍ型巡視艇

１８ｍ型巡視艇

特殊警備救難艇Ⅲ類（鋼） 放射能調査艇 - 鋼 沿海以上 1

特殊警備救難艇Ⅲ類（軽合金） 警備艇（はやてに限る） - 軽合金 沿海以上 1

測量船Ⅰ類（鋼） 大型測量船 ７００（１０００）トン以上 鋼 遠洋 1

測量船Ⅱ類（鋼） 中型測量船 ８０（１４０）トン以上 鋼 近海以上 1

２７ｍ型測量船

２３ｍ型灯台見回り船

１７ｍ型灯台見回り船

１５ｍ型灯台見回り船

測量船Ⅲ類（軽合金） １０ｍ型測量船 - 軽合金 沿海以上 1

警備艇（らいでんに限る）

監視取締艇

Ａ型実習艇

Ｃ型実習艇

※１　総トン数の欄中、（　）外は新トン数、（　）内は旧トン数、「－」は条件なしを示す。

-

軽合金

沿海以上

巡視船Ⅰ類甲（鋼）Ｂ

1

巡視船Ⅱ類（鋼） ８０（１４０）トン以上 鋼 近海以上

※２　技術審査の区分の各Ⅰ類及び各Ⅱ類の船舶修繕実績には当分の間、各区分の新造船建造実績を含めることができる。
 　　また、当分の間、巡視船Ⅰ類（軽合金）の船舶修繕実績には３５０トン型巡視船（とから型に限る）及び１８０トン型巡視船の修繕実績を含めることができる。

巡視船Ⅰ類甲（鋼）Ａ

沿海以上鋼-

1

巡視船Ⅱ類（軽合金）Ａ

巡視艇Ⅲ類（鋼） 1

８０（１４０）トン以上

沿海以上ＦＲＰ

　技術審査を受けようとする船舶の区分に応じて過去３年間に下表に示す総トン数、船質の条件を満たす船舶の修繕について下表に示す隻数の実績を有して
いること。

７００（１０００）トン以上 鋼 遠洋 1

沿海以上

1巡視艇Ⅱ類（軽合金）

-

軽合金

※３　巡視艇Ⅲ類（鋼）、巡視艇Ⅲ類（軽合金）、巡視艇・特殊警備救難艇Ⅲ類（鋼）、特殊警備救難艇Ⅲ類（軽合金）、放射能調査艇Ⅲ類（軽合金）、測量船 ・
　　灯台見回り船Ⅲ類（鋼）、測量船Ⅲ類（軽合金）及び特殊警備救難艇・灯台見回り船・実習艇Ⅲ類（ＦＲＰ）の船舶修繕実績には第1種、第２種及び第３種漁船
　　の修繕実績を含めることができる。

測量船・灯台見回り船Ⅲ類（鋼） - 鋼 沿海以上 1

特殊警備救難艇
実習艇Ⅲ類（ＦＲＰ）

1



様　式　１

　海上保安庁装備技術部長　殿　　←申請先を記入

　 下記について、技術審査を申請します。

令和○○年○○月○○日

事業者又は事業所名　 社印

代表者名

1

2

3

4

5

　　　　　技　術　審　査　申　請　書　（船舶修繕）

記

（記入例）

事 業 者 又 は 事 業 所 所 在 地

連絡先電話番号、連絡担当者氏名、ＦＡＸ及び連絡先メールアドレス

最 近 の 技 術 審 査 合 格 年 月 日

省 略 す る 技 術 審 査 資 料

様 式 ○ （ 様 式 名 ）

（ 令 和 ○ ○ 年 ○ ○ 月 ○ ○ 日 ）

（ 件 名 ）

技 術 審 査 の 区 分



様　式　２

会社名称 所在地

敷地総面積 ㎡ 建物建坪 坪 棟数 棟

船台番号

最大長 ｍ ｍ ｍ

最大幅 ｍ ｍ ｍ

総トン数 トン トン トン

クレーン 吊り上げ能力 トン トン トン

岸壁等長さ ｍ ｍ ｍ

水深 ｍ ｍ ｍ

最大長 ｍ ｍ ｍ

総トン数 トン トン トン

クレーン 吊り上げ能力 トン トン トン

引船 隻 総トン

その他の船舶 隻 総トン

総計 隻 総トン

工場配置図
（注４）

記事

注１　造船法による許可の写し又は小型船造船業登録済証の写しを添付のこと。

注２　常時借上げを含む。

注４　パンフレットに記載があればパンフレットでも可。

第○号
（係船岸壁・桟橋）

修繕し得る
船舶

船台
（注１）

専用架台（注３） 有・無　

第○号
（係船岸壁・桟橋）

第○号
（係船岸壁・桟橋）

工場付属
船舶

（注２）

係船岸壁
及び桟橋

等

船舶修繕施設・設備調査表

令和○○年○○月○○日現在

第○号
（船台・修繕ドック）

第○号
（船台・修繕ドック）

第○号
（船台・修繕ドック）

注３　巡視艇Ⅱ類(軽合金）（別表参照）の参入希望者で、引き上げ船台を使用する者は専用架台を保有
　　　していること。

修繕し得る
船舶

設備



様　式　３ー１

技術者数

区分

大　　　学　　　卒 人 人 人 人 人

短期大学卒 人 人 人 人 人

高等専門学校卒 人 人 人 人 人

工業高等学校卒 人 人 人 人 人

小　　計 人 人 人 人 人

その他 人 人 人 人 人

合　　計 人 人 人 人 人

注１　技術審査を希望する船舶の区分に応じた船舶修繕に従事することが予定されている者に限る。

注２　技術者の資格を証明する書類の写しを提出のこと。

注３　技術者で他部を兼任している者の数は内数を（  ）書きで表示すること。

注４　技術者の資格、学歴等の詳細については、様式３ー２にて提出のこと。

技能者

鋼船の溶接技能者 人

軽合金溶接技能者 人

ＦＲＰ積層技能者 人

修繕体制表

武器部

技術者及び技能者並びに修繕体制

令和○○年○○月○○日現在

技術者数 船体部 機関部 電気・計器部



様式３ー２

技術者(記載例）

卒業年月

昭和５４年３月

勤続年数

配属年月

職務内容

技術者

卒業年月

勤続年数

配属年月

職務内容

職歴

技術者の区分

最終学歴
学校名及び学科名

技術者調書

　　　　機関部及び電機・計器部、武器部（兼任）

資格

最終学歴
学校名及び学科名

東京大学工学部機械工学科卒

職歴

２７年

昭和５６年４月

昭和５６年　株式会社東京造船　艦船建造部に配属。
　　　　　　　主に船舶の機関修繕を担当し、現在に至る。

氏名

氏名

技術者の区分

　　　　海保一郎

資格 技術士



様式３ー３

技能者（記載例）

鋼 軽合金 ＦＲＰ

勤続年数

配属年月

職務内容

技能者

鋼 軽合金 ＦＲＰ

勤続年数

配属年月

職務内容

職歴

氏名

技能者
（○印にて記載）

資格

資格

技能者調書

職歴

２７年

昭和５６年４月

昭和５６年　株式会社東京造船入社
　　　　　主に軽合金船の建造に携わり現在に至る。

氏名 海保次郎

技能者
（○印にて記載）

アルミニウム溶接技術検定専門級（ミグ）



様式　４

船舶安全法第６条の２の認定
又はＩＳＯ9001の認証

船舶安全法第６条の２の認定
有・無

ＩＳＯ9001の認証
有・無

項　　　目

品質管理

概要

工程管理

安全管理

官給品等管理

検査・記録

不具合管理

品質管理体制表

具体的体制の状況

船舶安全法第６条の２の認定及びＩＳＯ9001の認証が無い場合

品　質  等　管　理　体　制

令和○○年○○月○○日現在



様　式　５

契約年月日 総トン数（トン） 主機関の種類 推進装置の種類×数 備考

完成年月日 全長×幅×深さ　（ｍ） 連続最大出力×基数
速力（連続最大速力）

（ノット）

記載要領

令和○○年○○月○○日現在

年度 発注者 船名 修繕区分 船質 航行区域 資格等 用途

 

船舶修繕実績

１．「年度」は修繕工事終了日を基準とし、会計年度毎に区分する。

２．「総トン数」、「排水量」、「全長」、「幅」、「深さ」及び速力（連続最大速力）は小数点以下１位までとする。

なお、「主機関の種類」及び「推進装置の種類」については、それぞれ該当するものを組合せ、その組合せ毎に記載すること。

・主機関の種類

ａ）ガソリン機関・・・略記号：Ｇ

ｂ）中低速ディーゼル機関・・・略記号：Ｄ

ｃ）高速ディーゼル機関・・・略記号：Ｄ（Ｈ）

ｄ）その他の機関・・・略記号：Ｚ

・推進器の種類

ａ）固定ピッチプロペラ・・・略記号：Ｆ

ｂ）可変ピッチプロペラ・・・略記号：Ｃ

ｃ）ウォータージェット・・・略記号：Ｗ

ｄ）その他の推進器・・・略記号：Ｚ

３．「資格等」は、ＪＧ、ＮＫ等の別を記入する。

４．記載されている修繕船舶の中で、修繕工事終了後に運航に支障を及ぼすような不具合が発生した場合は、備考欄にその旨記載の上、別紙にて詳細を提出すること。



様　式　６

　海上保安庁装備技術部長　殿　　←申請先を記入

　

令和○○年○○月○○日

事業者又は事業所名　 社印

代表者名

1

2

3

4

下記について、技術審査資料に変更があったので必要書類を添付し届け出ま
す。

　　　　　技　術　審　査　変　更　届　（船舶修繕）

記

（記入例）

事 業 者 又 は 事 業 所 所 在 地

連絡先電話番号、連絡担当者氏名、ＦＡＸ及び連絡先メールアドレス

技 術 審 査 の 区 分

変 更 事 項



様　式　７

事 業 者 名 　　←申請者を記入

代 表 者 名

　　　　（記載例）

　　　　　海上保安庁装備技術部長　←通知者を記入

　　　貴社から申請のあった海上保安庁の船舶の修繕に関する技術審査について、

　　下記のとおり合格しましたので通知します。

1

2

3

4

事 業 者 又 は 事 業 所 所 在 地

連絡先電話番号、連絡担当者氏名、ＦＡＸ及び連絡先メールアドレス

令和　　年　　月　　日

合　　格　　通　　知　　書

記

技 術 審 査 の 区 分

そ の 他 必 要 事 項


